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最近,大気汚染が関与 していると考えられて

いる呼吸器疾患,ことに慢性閉塞性肺疾患が社

会的に,また法的に問題となる場合が多い｡ こ

の場合,慢性閉塞性疾疾患の病因論,疫学的問

題等とともに,慢性閉塞性肺疾患にもとず く労

働能力の低下が損害賠償等にからんで直接問題

となって くることが少な くない｡私は,たまた

まこの問題と取 り組む機会を得たので,その時

に作成 した労働能力の判定基準について述べて

みたい｡

まず,この場合の労働能力の判定には次の 3

つの点が満足されなければならない｡

1) 求められるものは,ある時点における労

働能力ではな く,長期間にわたることが多いこ

と｡

2) 問題の性質上,ある程度の法的根拠を も

っていること｡

3) 医学的根拠に立脚 しなければならないの

は当然であるが,個人的見解ではな く,ひろく

普遍性を もったものでなければならぬこと｡

以上の 3点を考慮 して,私が選んだ心肺機能

のパ ラメーターは 1秒量/予測肺活量 (指数と

表 1
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よぶ), 動脈血 02分圧および心 電図所見 であ

り,法的なより処として,じん肺法および身体

障害者福祉法を採用 した｡

以上を組み合せて,安静時の肺機能 (F)(こ

れは呼吸器以外の疾患がなければそのまま労働

能力 (L)と考えられる)を表 1に示すように設

定 した｡

なお,F(L)の表現法は次の通 りである｡

すなわち,

Fo(Lo):労働能力の低下は全 くなく,社会で

の日常生活活動は何 ら制限されない｡

Fl(Ll):労働能力の低下はみられるが,社会

での日常生活活動はほとんど制限されない｡ し

か し,疾病の性質上医療を必要とする｡

F2(L2):労働能力は極めて低下 し,社会での

日常生活活動を著じるしく制限 しなければな ら

ない｡入院が望ましい｡

F3(L3):労働能力は喪失 し,家庭内,自己の

身辺の日常生活活動を極度に制限 しなければな

らない｡入院を要する｡

さて,慢性閉塞性肺疾患においては,安静暗

の心肺機能のみをもって,労働能力を論ずるこ
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とはできず,これに噛息発作,咳放発作あるい

は啄窮等の労働能力に与える影響を加味 しなけ

ればならない｡

このためには,まず晴息発作等の様相を分類

し,これの肺機能に与える影響を観察 しなけれ

ばならない｡

表 2が,私の行なった嘱息発作等の様相の分

類である｡

表中,呼吸困難発作 (D)とは,瑞息発作が処

置の有無を問わず呼吸困難のみでおさまったも

の,嘱息発作 (W)とは,嘱鴫を伴なう呼吸困難

があったが 処置の 有無 を問 わずおさまったも

の,咳欺発作 (H)とは呼吸困難を伴なう激 しい

咳欺,チアノーゼ発作 (C)とは嘱唱にチアノー

ゼが加わった もので,さらに,これに意識消失等

表 3 労 働 能
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の精神症状 が加わったものを精神症状発作 (P)

とし,発作がなかなかおさまらないのを発作累

積状態にあるもの (S)とした｡なお,啄疾量多

量 (T)とは50ml/目以上の啄境をみるものであ

る｡

さて,これらの発作の性質および量が,安静

時の肺機能,すなわち労働能力に加味されて,

初めてその患者のもつ真の労働能力ということ

ができる｡この組み合わせ,すなわち,真の労働

能力 (L)(1ケ月間)を示 したのが表 3である｡

以下表 3の説明を加えたい｡

安静時の肺機能が F3の状態にある患者は発

作状態がどのようであろうと,F3には変 りはな

いが,肺機能が FoからF2にある患者がチアノ

ーゼ発作をおこした場合は肺の酸素摂取能力が

不足 していると考えられるから,Fo,Fl,F2か

らそれぞれ F3の状態に変ったと理解すること

ができる｡精神症状発作の場合で も,低酸素血

症が高度になったものとみなしうるから,F3の

状態と解す ることができる｡

問題は職場発作 (咳軟発作)および呼吸困難

発作である｡そこで,鴨場発作時の指数を実際

に検討 した結果, これが F2に相当することが

判明 した｡そこで,肺機能が Fo,Fl,F2の患者

が暗唱発作 をおこした場合,すべて F2の状態

になると考えたのである｡

次に,呼吸困難のみの場合であるが,本来呼

吸困難は患者の自覚症状であり,その肺機能的

な位置付けは極めて難かしい｡ しか し,肺以外

に疾患を認めない場合,呼吸困難の原因は肺機

能低下にもとず くものと考えられるか ら,ここ
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ではもっとも軽い 肺機能障害 の状態 である Fl たのが表 3である0

とした｡ この表 3によって,ある期間の労働能力をみ

これに発作の期間を考慮 して,一定期間の肺 ることができると考えているが,さらに検討が

機能 (F)瑞息発作等の様相を組み合わせこれを 加えられす ぐれた standardtechniqueが出現

肺機能の状態に還元 して労働能力 (L)を算出し す ることをのぞむ次第である｡


